
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
に
係
る
特
例
）

（
高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
に
係
る
特
例
）

第
二
十
七
条
の
十
七

市
町
村
は
、
世
帯
主
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
、
前
条

及
び
次
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条
の
十
七

市
町
村
は
、
世
帯
主
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
に
関
す
る
手
続
（
高
額
療
養
費
に

係
る
療
養
の
あ
つ
た
月
の
初
日
に
お
い
て
、
世
帯
主
及
び
当
該
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
七
十
歳

に
達
す
る
日
の
翌
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
、
前
条
及
び
次
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
九
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
百
二
十
条
及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久





様
式
第
二
及
び
様
式
第
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 


